
�愛媛県告示第１３２８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく一般廃棄物処理施

設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり告示する。

法第８条第２項の申請書及び同条第３項の書類は、愛媛県県民環

境部環境局循環型社会推進課、松山保健所及び西条保健所並びに東

温市役所及び西条市役所において告示の日から１月間公衆の縦覧に

供する。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

オオノ開發株式会社

松山市北梅本町甲１８４番地

代表取締役 大野照旺

２ 一般廃棄物処理施設の設置の場所

東温市河之内字大小屋乙６２８番３７、字北引岩乙８１５番４５

３ 一般廃棄物処理施設の種類

一般廃棄物の焼却施設（２基）

４ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アル

カリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物（感染性廃棄物、ば

いじん）

５ 申請年月日

平成２０年７月２５日

６ 意見書の提出

当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該一般廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課、松山保健所及び

西条保健所

�������
�愛媛県告示第１３２９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づく産業廃棄物処理施

設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり告示する。

法第１５条第２項の申請書及び同条第３項の書類は、愛媛県県民環

境部環境局循環型社会推進課、松山保健所及び西条保健所並びに東

温市役所及び西条市役所において告示の日から１月間公衆の縦覧に

供する。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

オオノ開發株式会社

松山市北梅本町甲１８４番地

代表取締役 大野照旺

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

東温市河之内字大小屋乙６２８番３７、字北引岩乙８１５番４５

３ 産業廃棄物処理施設の種類

汚泥の焼却施設、兼廃油の焼却施設、兼廃プラスチック類の焼

却施設、兼その他の焼却施設（２基）

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、汚泥、木くず、紙くず、繊維くず、感染性

廃棄物、廃油（特別管理産業廃棄物を含む。）、動植物性残さ、

廃酸（特別管理産業廃棄物を含む。）、廃アルカリ（特別管理産

業廃棄物を含む。）、動物系固形不要物、金属くず、ガラスくず・

コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた

ものを除く。）及び陶磁器くず、燃え殻、ばいじん、鉱さい

５ 申請年月日

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 一般廃棄物処理施設の設置の許可申請の概要等………………………９５８

○ 産業廃棄物処理施設の設置の許可申請の概要等………………………９５８

○ 保安林の指定施業要件の変更予定に係る掲示…………………………９５９

○ 林業用種苗生産事業者の登録……………………………………………９５９

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可………………………………………９５９

○ 基本測量の実施の通知……………………………………………………９６０

○ 公共測量の終了の通知……………………………………………………９６０

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定…………………………………………９６０

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し………………………………９６０

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………９６１

○ 市営土地改良事業の計画の変更等の関係書類の縦覧…………………９６１

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………９６１

○ 町営土地改良事業の計画の変更等の関係書類の縦覧…………………９６２

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………………９６２

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）……………………………………９６２

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………９６２

公安委員会規則

○ 愛媛県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規

則……………………………………………………………………………９６３

公安委員会訓令

○ 愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令………………９６３

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第１９９８号 平成２０年９月１２日

平成２０年９月１２日金曜日 第１９９８号

愛 媛 県 報

９５８
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平成２０年７月２５日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課、松山保健所及び

西条保健所

�������
�愛媛県告示第１３３０号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２０年７月愛媛県告示第１０

８９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内

容を久万高原町役場及び松山市役所の掲示場に掲示するとともに、

次のとおりその要旨を告示する。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明

又は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡久万高原町河の
子３３６

松山市大手町一丁目１３－４
高 岡 洋 文 森林所有者

上浮穴郡久万高原町河の
子４２７、４３０

松山市南江戸五丁目７－８
ダンガミ・コルテス・マリカ 〃

上浮穴郡久万高原町河の
子２１９、２２０

高知県吾川郡池川町椿山３６７
中 西 直 恵 〃

上浮穴郡久万高原町河の
子２１９、２２０

高知県吾川郡池川町椿山３６７
瀧 本 弘 義 〃

上浮穴郡久万高原町河の
子２０７

松山市東垣生町６３１－２
酒 井 輝 明 〃

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は、次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明

又は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

松山市米野町乙１９３－１１、
乙１９３－１３

松山市小坂四丁目４２１
村 上 重三郎 森林所有者

松山市米野町乙１９２－２５
大阪府堺市北条町一丁目５６－
４
弓 立 喜久子

〃

松山市米野町乙１９３－１１、
乙１９３－１３

松山市旭町４６
近 藤 三 郎 〃

松山市米野町乙１８９、乙
１９６－２、乙１９６－３、乙
１９５

松山市米野町甲１７０
大 西 鉄五郎 〃

松山市米野町乙１９３－１９ 松山市柳井町二丁目１９－１２
清 水 亨 〃

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに松

山市役所及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３３２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２０年９月１２日

�愛媛県告示第１３３１号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づき、生産事業者を次のように登録した。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

３９６ 中 島 敏 幸 八幡浜市日土町６番耕
地３３７７番地１

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木の
育成

八幡浜市日土町

愛 媛 県 報平成２０年９月１２日 第１９９８号

９５９
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北条港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

第１工区

松山市北条辻１６０３番１の地先公有水面

第２工区

松山市北条１０８２番１から同市北条辻１６０３番１までの地先公有

水面

� 区域

第１工区

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線及び７点と１点

を結ぶ平成１５年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．３３メートル）

における陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（松山市北条辻１６０３番１７地先の護岸上に設置された金属

鋲）は、北緯３３度５８分３４秒、東経１３２度４６分１５秒の地点

１点は、基点から真北２９度５９分３７秒２８．６９メートルの地点

２点は、１点から真北２３度４５分１０秒３８．５０メートルの地点

３点は、２点から真北２９３度４９分４０秒０．７８メートルの地点

４点は、３点から真北２３度５４分０５秒８．０１メートルの地点

５点は、４点から真北１１４度０６分２１秒０．７７メートルの地点

６点は、５点から真北２３度３８分４５秒１５．２４メートルの地点

７点は、６点から真北３３６度０２分１５秒２．９２メートルの地点

第２工区

次の７点から１３点までを順次直線で結んだ線及び１３点と７点

を結ぶ平成１５年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．３３メートル）

における陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（松山市北条辻１６０３番１７地先の護岸上に設置された金属

鋲）は、北緯３３度５８分３４秒、東経１３２度４６分１５秒の地点

７点は、基点から真北２４度２０分３０秒９２．２３メートルの地点

６点は、７点から真北１５６度０２分１５秒２．９２メートルの地点

８点は、６点から真北１０８度２９分１６秒３９．０４メートルの地点

９点は、８点から真北１８度４６分４６秒０．７９メートルの地点

１０点は、９点から真北１０８度２３分０６秒７．９９メートルの地点

１１点は、１０点から真北１９８度１９分０７秒０．７８メートルの地点

１２点は、１１点から真北１０８度２７分３８秒３７．３９メートルの地点

１３点は、１２点から真北６３度２６分３１秒３．６８メートルの地点

� 面積

第１工区 １５８．７８平方メートル

第２工区 ２２６．５６平方メートル

合計面積 ３８５．３４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１８年１月１６日 愛媛県指令１７港第５３０号

４ しゅん功認可年月日

平成２０年９月１２日

�������
�愛媛県告示第１３３３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影及びデジタルオルソ作成作

業）

２ 作業期間 平成２０年９月１２日から

平成２１年３月２０日まで

３ 作業地域 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、砥

部町、内子町、伊方町、鬼北町

�������
�愛媛県告示第１３３４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構今治都市開

発事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量

（３級基準点測量）

２ 作業期間 平成２０年７月１日から

平成２０年８月１９日まで

３ 作業地域 今治市

�愛媛県告示第１３３５号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３６号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

愛第
１号

宇和島市栄町港３丁目３０３番地 えひめ南農業協同組合 南宇和郡愛南町城辺乙４５１番地 平成２０年７月１１日

愛 媛 県 報平成２０年９月１２日 第１９９８号

９６０
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�愛媛県告示第１３３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

朝倉村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２０年９月１２日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１３３８号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・菊間地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成２０年９月１２日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・菊間地区）

変更計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年９月１６日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

今治市役所菊間支所

り告示する。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年９月１２日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

御第
１２号
の２

南宇和郡愛南町御荘平城３０６３番地 南宇和地区食品衛生協会 南宇和郡愛南町御荘平城３０６３番地
愛南町役場御荘支所内

平成２０年７月１５日

〃 松 本 學 今治市朝倉上甲１２７番地３

〃 越 智 桐 雄 今治市朝倉上甲５９８番地１

〃 越 智 眞 作 今治市朝倉上甲９４３番地６

〃 越 智 誠 一 今治市朝倉上甲２１２６番地２

〃 石 丸 俊 郎 今治市朝倉上甲１１５７番地

〃 武 田 國 雄 今治市朝倉上甲２８００番地２

〃 菅 朗 富 今治市朝倉南乙１８番地２

〃 永 井 房 一 今治市朝倉南甲３７４番地

〃 阿 部 正 人 今治市朝倉北甲５９１番地６

〃 南 條 泉 今治市朝倉下甲１１８２番地

〃 日 浅 正 則 今治市朝倉下甲６８０番地２

〃 白 石 末 光 今治市朝倉下甲９５７番地１

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 大 仲 康 廣 今治市古谷甲６０７番地

〃 吉 井 松 見 今治市古谷乙２３６番地２

監 事 竹之内 正 治 今治市朝倉上甲２３７１番地１

〃 菅 敏 朗 今治市朝倉北甲３６０番地

〃 山 本 順 一 今治市朝倉下甲７５１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 悟 今治市朝倉南甲３１２番地

〃 山 内 哲 今治市朝倉上甲１５９４番地

〃 越 智 存 今治市朝倉上甲８７番地

〃 越 智 桐 雄 今治市朝倉上甲５９８番地１

〃 渡 辺 隆 弘 今治市朝倉上甲９２０番地

〃 武 田 孝 雄 今治市朝倉上甲２２４７番地

〃 石 丸 俊 郎 今治市朝倉上甲１１５７番地

〃 越 智 巧 今治市朝倉上甲２７２５番地１

〃 菅 朗 富 今治市朝倉南乙１８番地２

〃 永 井 房 一 今治市朝倉南甲３７４番地

〃 阿 部 正 人 今治市朝倉北甲５９１番地６

〃 南 條 泉 今治市朝倉下甲１１８２番地

〃 日 浅 正 則 今治市朝倉下甲６８０番地２

〃 白 石 末 光 今治市朝倉下甲９５７番地１

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 後 山 和 良 今治市古谷甲４番地３

〃 清 水 俊仁郎 今治市古谷甲９６番地２

監 事 越 智 健 裕 今治市朝倉上甲２０１７番地

〃 菅 敏 朗 今治市朝倉北甲３６０番地

〃 石 丸 孝 光 今治市朝倉下甲１７４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 悟 今治市朝倉南甲３１２番地

〃 山 内 哲 今治市朝倉上甲１５９４番地

愛 媛 県 報平成２０年９月１２日 第１９９８号

９６１
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�愛媛県告示第１３４１号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整備

事業・日野浦地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成２０年９月１２日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用道路整備事業・日野浦地区）変更

計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

２ 縦覧期間

平成２０年９月１６日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１３４２号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・直瀬蒔立地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成２０年９月１２日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

直瀬蒔立地区）計画書の写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年９月１６日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�愛媛県告示第１３４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年９月１２日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�愛媛県告示第１３４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３４４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年９月１２日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０東四土（開）第１１号

平成２０年９月３日

四国中央市金生町山田井字坂ノ口乙１７番１、乙１８番１、乙１８番３、乙１８番

６、乙１９番１、乙２０番１、乙２０番２、乙２０番７、乙２０番８、乙２０番９、１１

２１番、１１２２番及び１１２２番２

四国中央市金生町山田井４－１

星 川 純 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０東四土（開）第１２号

平成２０年９月３日

四国中央市下柏町字埃田７８７番１、７８９番１、７８９番４、７９２番１、７９２番３、

７９３番１、同市下柏町字藤松７８８番１、同市下柏町字柿木上口７９０番１、７９０

番４、７９０番５、７９０番６及び７９０番７

四国中央市下柏町７８０番

マルウ接着株式会社

代表取締役 横 尾 誠 二

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
伊予市下吾川１４６６番２地先から

同市米湊８０３番２１地先まで

旧 ７．５～１３．８ ０．４００

新 １２．０～２１．１ ０．４０２

愛 媛 県 報平成２０年９月１２日 第１９９８号

９６２



公安委員会規則

公安委員会訓令

�愛媛県公安委員会規則第６号
愛媛県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年９月１２日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県公安委員会の事務の委任に関する規則（昭和４２年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に関する事務

の委任）

第２条 省略

２ 公安委員会は、法第４２条第３項の規定により、法第１１条第１

項、第１２条第２項、第１２条の６第１項、第１８条第１項、第２２

条第１項、第２６条第１項、第３０条及び第３０条の３の規定による

命令を警察署長に委任する。

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に関する事務

の委任）

第２条 省略

２ 公安委員会は、法第４２条第３項の規定により、法第１１条第１

項、第１２条第２項、第１２条の６第１項、第１８条第１項、第２２

条第１項、第２６条第１項及び第３０条 の規定による

命令を警察署長に委任する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第６号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年９月１２日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

暴力団員による

不当な行為の防

止等に関する法

律（平成３年法

律第７７号）

１～５ 省略

６ 第３２条の２第５項の規定による愛媛県

暴力追放運動推進センターに対する財産の

状況等の改善命令

７ 省略

暴力団員による

不当な行為の防

止等に関する法

律（平成３年法

律第７７号）

１～５ 省略

６ 第３１条第５項 の規定による愛媛県

暴力追放運動推進センターに対する財産の

状況等の改善命令

７ 省略

省略 省略

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第２８号

平成２０年９月２日
伊予郡松前町大字徳丸字植木ノ元１１３７番６

伊予郡松前町大字徳丸１１３７番地３

門 屋 将 人

２０中局建（開）第２９号

平成２０年９月２日
伊予郡松前町大字徳丸字灯明田２７６番２

伊予郡松前町大字徳丸６４８番地

弓 立 計 太

愛 媛 県 報平成２０年９月１２日 第１９９８号

９６３



附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成２０年９月１２日 発行

愛 媛 県 報平成２０年９月１２日 第１９９８号

９６４


